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第 5回今後の介護人材養成の在 り方に関する検討会議事録

1 日 時 :平 成 22年 10月 12日 (火 )16:28～ 18:18

2 場 所 :全 国都市会館  3階 第 2会議室

3 議 事

○ 介護福祉士によるたんの吸引等について

○ 今後の介護人材養成体系について

○ よ り高い知識・技術をもつ介護福祉士の養成について

○ その他

4 議事の内容

○駒村委員長  こんにちは。定刻よ り少 し早いです けれ ども、今 日出席予定の委員の方全員そ ろい

ま したので、ただいまよ り、第 5回 「今後の介護人材養成の在 り方に関す る検討会」を開催いた し

ます。

委員の先生方におかれま しては、御多用のところ御出席いただきま して、大変ありが とうござい

ます。

まず、本 国の委員の出欠状況について、事務局よ り御報告をお願いいた します。

O事務局 本 日は、川原委員、是枝委員、樋 口委員及び堀田委員が御欠席 との御連絡をいただいて

お ります。また、中尾委員の代理 といた しま して、全国ホームヘルパー協議会の高橋副会長に、平

川委員の代理 といた しま して、介護老人保健施設グ リー ンガーデン橋本の光山理事長にお越 しいた

だいてお ります。

なお、事務局の方で異動が ございま したので、紹介をさせていただきます。

まず、寺尾総務課長でございます。寺尾につきま しては、今回か ら新たに出席 させていただきた

いと存 じます。

定塚福祉基盤課長でございます。

川又振興課長でございます。

続 きま して、本 日配付いた してお ります資料の確認をさせていただきます。

本 日は、資料 1か ら資料 5及 び参考資料 1、 2を 配付 させていただいてお ります。欠けている資

料等 ございま した ら、事務局までお申 し出 ください。

なお、机上のファイルは前回までの資料でございます。乱丁、落丁ございま した ら、併せて事務

局までお申 し出 ください :



以上でございます。

○駒村委員長 それでは、議事に入りたいと思います。本日は、議事 1、 「介護福祉士によるたん

の吸引等について」、議事 2、 「今後の介護人材養成体系について」及び「より高い知識・技術をも

つ介護福祉士の養成について」議論 していきたいと思います。

まず、議事 1に ついて、資料に関する説明を事務局からお願いいたします。

○泉福祉人材確保対策室長 それでは、資料 ¬と資料 2に ついて説明をさせていただきますので、

お手元にお開きください。

まず、資料 1に ついてでございます。「今後の介護人材養成の在 り方に関する検討会スケジュー

ル (案 )」 としてございます。今後の予定について、こういうことではどうかということを並べて

おりますので、御確認をいただきたいと思います。

まず、本 日 10月 12日 でございますが、第 5回 検討会 としま して、今、座長か ら御紹介 ありま し

たように、「介護福祉士によるたんの吸引等について」議論いただき、その後、「今後の介護人材養

成体系について」、全体の在 り方について御確認をいただいた後、「よ り高い知識・技術をもつ介護

福祉士の養成について」、論点について御議論賜ればと考えてお ります。

その後、10月 下旬には、第 6回検討会 といた しま して、今 日に引き続 き、「よ り高い知識・技術

をもつ介護福祉士の養成について」議論いただき、また、新 たな議題 として、「介護福祉士に至 る

までのキャ リアパスの在 り方について」御議論いただければと思います。

この第 6回検討会につきま しては、後ほどご案内させていただきますけれ ども、29日 (金 )午前

中ではどうか と考 えているところでございます。

11月 には、第 フ回検討会を開催 し、「介護福祉士に至 るまでのキ ャリアパスの在 り方について」、

2回 目の御議論 をお願 いできればと思 ってお ります。

その後、第 8回 検討会におきま して、「報告書案について」律,議 論いただき、可能であれば、 こ

の時点で報告書の取 りまとめをいただければ と思 ってお ります。

なお、それでま とまらない場合におきま しては、第 9回 もあ り得 るということで考 えているとこ

ろでございます。

スケジュァルの方、よろ しければ、たんの吸引に関 します御議論 をお願いできればと思 いますの

で、資料 2を お開 きいただきたいと思 います。たんの吸引につきま しては、本 日御議論いただきた

いのは、 1ペ ー ジ ロに書いてございます、論点としてあるところで ございますが、その前 に、この

たんの吸引に関 します これまでの経緯について、資料の 2ページロ以降、かいつまんで御紹介 した

いと思います。

資料 2の 2ペ ー ジロをお開きいただければと思います。 A4横 の表になつてお りますが、「介護

職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在 り方に関する検討会」でございます。当検討会

におきま しても、たんの吸引の検討会における議論があるということは御紹介 したと思いますけれ

ども、改めて、今の現状 どうなっているか ということを簡単に御紹介 したいと思います。

趣 旨で ございますが、「これ まで、当面のやむを得ず必要な措置 と して、在宅・特別養護老人ホ

ーム・特別支援学校において、介護職員等がたんの吸引・経管栄養の うちの一定の行為 を実施す る



ことを運用によつて認めてきた。しか しなが ら、こうした運用による対応については、そもそも法

律によ り位置づけるべ きではないか、あるいはグループホーム・有料老人ホームや障害者施設等に

おいては対応できていないのではないか、在宅でもホームヘルパーの業務として位置づけるべ きで

はないか等の課題が指摘 されている。こうしたことか ら、たんの吸引等が必要な者に対 して、必要

なケアをよ り安全に提供するため、介護職員等によるたんの吸引等の実施のための法制度の在 り方

等について、検討 を行 う」 としてあるところでございます。

「検討課題」は、資料にあ りますような 3つ の視点で検討課題 をいただ くということにな つてお

ります。

「構成員」につきま しては、ここに御出席の方の中にもこちらの介護 人材養成検討会の委員 と重

なつてお られる方がいらっしゃいます。因先生、中尾先生、河原先生、桝田先生は、このたんの吸

引検討会 にも御出席 をいただいてお りますので、内容については御存 じのことかと思います。

このたんの吸引検討会は、一番下にあ りますように、 7月 5日 か ら8月 9日 に至るまで 4回 ほ ど

開催 され ま して、今後、試行事業を行い、その実施 と検証を踏まえた後 (年度内に制度の在 り方に

ついて取 りまとめを行 うということになつています。

3ペー ジロに、現状について書いてございます。試行事業を実施 しよ うとしているわ けですが、

その試行事業の実施に当たつての考え方 ということで、事務局の方で取 りまとめま した資料が この

3ペ ー ジ ロでございます。上の黄色い四角の ところに書 いてあ ります とおり、「以下の基本的考 え

方等の議論 を踏まえ、特定の者を対象 とする場合 を含め、試行事業を実施 し、研修の効果や医療安

全の確保 な どについて検証を行 う。具体的な制度、教育・研修の在 り方については、試行事業の実

施状況も踏まえ、更に検討を行 う」としてあるところでございます。

左下の方 、【基本的な考え方】では、「必要な人に必要なサー ビスを安全に提供。医行為に関す る

現行の基本的な考 え方の変更 を行 うような議論は、当検討会の役害1で はな く、現行の在 り方の中で、

年度内の できるだけ早い時期に結論。現在検討中の具体案 と現行の医事法制との整理については、

引き続 き、議論」 とされてお ります。

そのほか、【主 と して考慮すべ き事項】 としま して、右側の方ですが、不利益な変更が生 じない

ようにす る。あるいは介護職員等の処遇改善に資する方向で議論する。あるいは、安全の確保につ

いて納得できる仕組みにする。教育・研修の在 り方については、不特定多数の者 を対象 とする安全

性 を標準 とするけれ ども、特定の者を対象 とする場合については区別 して扱 う。あるいは、医療・

介護サー ビス、その連携、報酬等の在 り方については、当検討会、当検討会 というのはたんの吸引

検討会ですが、と しても、引き続 き意見交換を行 い、必要に応 じて提言するとされておるわ けで ご

ざいます。             ‐

4ペ ー ジロ以降、更に詳細に、どのような範囲で行 うのか、あるいは、どのような職員の範囲に

これ を認めてい くのか、あるいは、こうしたたんの吸引、経管栄養実施可能な場所について どのよ

うな考え方であるべ きか。

また、5ページロにいきま して、医療関係職 との連携体制をどのように確保 していくのか、また、

教育・研修の在 り方についての考え方、一定程度、資料に記載 されたような議論がなされているわ



けであ ります。

この中で特に御注 目いただきたいのは、 4ペ ージロの中ほど、【実施可能な介護職員等の範囲】

という部分でございます。二定の追加的な研修を修 了 した介護職員等 を対象に、たんの吸引:あ る

いは経管医療を認めていってはどうか という議論がなされているわけであ ります。 しか し、当人材

検討会の方でも少 し議論になつていた と存 じますが、介護職員がたんの吸引を実施す るための制度

の在 り方について具体的方向を示されているわけです けれ ども、介護福祉士の養成カ リキュラムで

たんの吸引をどのように扱 うべきか といつた議論には、まだたんの吸引検討会においては至ってい

ないという状況で ございます。

ということが ございますので、願わ くば、この介護人材養成検討会におきま して どのような扱 い

とすべきかについて御議論いただき、また、たんの吸引検討会において御議論いただけるようにと

いうことで投げか けを していただいてはどうかというのが この ¬ぺニ ジロの資料で ございます。

資料 2の 1ペ ー ジロに戻つて、ご覧 いただきたいと思います。冒頭にございます ように、「介護

職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在 り方に関する検討会」において、介護職員等が

たんの吸引等を実施するための制度の在 り方の具体的方向を示 されたが、介護福祉士がたんの吸引

等を実施す る場合、以下の点について どのように考 えるか、ということで ございます。

この場で、下の 2つ の論点について御議論 いただけないか と思 っているわけですが、まず、「介

護福祉士資格におけるたんの吸引等の位置付 け」。今後養成 され る介護福祉士には、生活支援の一

環 と してたんの吸引等 を実施することが求め られ る。そのため、介護福祉士の養成カ リキュラムの

中に、たんの吸引等に関するカ リキュラムを追加することとしてはどうか、あるいは しないのか と

いうことだ と思います。

ただ し、既に介護福祉士の資格を取得 している者 については、一定の追加的な研修 を修 了 した場

合に限 り、たんの吸引等を認めることとしてはどうか。

更に、一番下、② 「介護福祉士が実施できるたんの吸引等の範囲・条件」としてございます。ま

ずは、一般介護職員等と同じ範囲・安全確保の要件の下でたんの吸引等を実施できるようにしては

どうか。

資料の上ではこのように書かせていただいております。この辺 りにつきまして、皆様のご意見を

賜ればと思つている次第でございます。

○駒村委員長 資料の説明、ありがとうございます。

それでは、介護福祉士によるたんの吸引等について、この 1ペ ージの論点①で御紹介されました

カリキュラム、研修等について、委員の皆様からの御意見をいただきたいと思います。よろしくお

願いいた します。

石橋委員、お願いいたします。

○石橋委員 今、介護を必要とする人たちの多くは、何らかの医療二―ズを要 しているわけでござ

いますので、介護福祉士としての役害1と して、幅広 く生活支援行為をこれから行い得るようにする

ためには、今、検討されておりますたんの吸引等、いわゆる軽微の医行為については、介護福祉士

としての業務の一つとしてきちんと位置づけるようにすることが必要であると思 うております し、



また、それに併せて、社会福祉士及び介護福祉士法の改正等も行うということも視野に入れていた

だき、当然ながら、介護福祉士の養成カリキュラムの中に、たんの吸引等のカリキュラムについて

は追加すべきだと思つています。

また、既に介護福祉士の資格を取得 している人に対 しては、一定の追加的な研修を修了した場合

に限 り、たんの吸引などについては認めるべきだと思つています。

あと、② 「介護福祉士が実施できるたんの吸引等の範囲・条件」で、「まずは、一般介護職員等

と同 じ範囲・安全確保の要件の下でたんの吸引等を実施できるようにしてはどうか」ということで

ございますが、これについてはもう少し説明していただきたいと思つております。一般の介護職員

と同等でいいのかということですが。

○駒村委員長 わか りま した。では、事務局か ら、この②の方、少 しかみ砕いた御説明をいただき

たいと思 います。

〇泉福祉人材確保対策室長 現在、たんの吸引の検討会の議論の中では、モデル事業をして安全確

保を確認 しようではないか とい う議論にな り、その試行のための準備が進め られているところで ご

ざいます。そうい う意味では、一般介護職員の方々がたんの吸引、経管栄養する場合についての安

全確保の要件につきま しては、モデル事業のもとで確保・確認ができるということだ と思 います。

ただ、それよ り、仮に範囲が広いとか、あるいは安全確保の要件が違 うということであるとすれ

ば、また新たな試行事業、安全確保の実証 をす る手順、作業が必要になるのではないかと、そ うい

つた問題意識か ら、将来において同 じ範囲でやるか、また、安全確保の要件になるか というのは別

として、当面は同 じ要件、また同 じ範囲、安全確保の要件のもとで実施すべきではないか、あるい

はそ うではないという御意見もあろうか と思いますが、そのような問題意識のもとに書かせていた

だいてお ります。

○駒村委員長 石橋委員、よろ しいですか。

O石橋委員 はい。

○駒村委員長 桝田委員、お願 い します。

○桝 田委員 特別養護老人ホームの場合です と、今、看取 り介護 というのが非常に重要な要素 を占

めてきています。その中で、やは り喀たんの吸引とか 胃ろうの処置 という部分が、夜間等の問題で

かな り行 き詰まってきた と。今回、この 22年 4月 か ら、特別養護老人ホームの場合は介護職員で

認め られ ると。一定の条件 を満た しての話です けれ ども。で、介護福祉士の子たちが養成校 を出て

くる場合にそれの段階はやは リク リアー してきてほ しい。カ リキュラムの中でちゃん と教えていた

だいて、基礎的な知識を持つて現場に入ちてくるとぃうのが必須条件に変わっていくと思うのです

ね。

今、現場ニーズに合った養成というのをお願いしたいということになると、後から研修ではなく

て、先にもうちゃんと研修を行つてくる。それともう一つは、今、資格を持つている方、試行事業

等でやられてぃますけれども、やはり今までの経験の部分とか、今回、例えば特別養護老人ホーム

の場合ですと 14時 間ですけれども、それなりの研修をしている。やはり介護福祉士の今までの経

験の部分というのは、時間的に認められる部分は認めていただいて、時間短縮もしてもいいのでは



ないか。

今、試行事業、50時 間ですけれ ども、その 50時 間の うち何時間かは短縮が可能でないか。全体

的に、たんの吸引の場合、介護福祉士限定 という部分は難 しいか も しれませんけれ ども、介護福祉

士の場合、養成校 を出て くる場合はちゃん ともうOKで すよと。今まで、先に資格 を取 つた方はあ

る程度そこの部分 を見てあげた体系につ くってあげる。絶対的にも介護福祉士が生活支援の中でた

んの吸引とか 胃ろうの処置、これか ら拡大 してい くと思 うのですけれ ども、家族が行 つている医行

為について、徐々に OKに していかないと、やは り介護 として生活支援も してい く上ではできない

部分があつてはいけないのではないか。医行為全部 という話ではな くて、やは り家族が行 える行為

については徐々に、それは介護の中に必要条件 として認めてい くという方向性が要 ると思 うのです。

前回の検討会で、カ リキュラムを変えた 2006年 の ときに、医学的な知識の分、心 と体の部分 と

い うのはかな り変わ りま したけれ ども、やは り法的に触れ る部分 というのはできないとい うことで、

関連の部分 というのは学習の中に少 し入 つても、それが主体 と して入 つてなか った。

ですか ら、今回、この 2006年 7月 5日 の検討会の報告のときに、適時見直 してい くと。 1つ は、

10年 というスパ ンも書かれていますけれ ども、今、時代の流れ というのは、介護に求め られている

部分が専門性の部分 とともに、生活支援の部分 というのはかな り枠が広がってきている。その部分、

やは りちやん と介護福祉士が行 つていける部分 として必要でないか と思 つてお ります。

○駒村委員長 ほかの委員の皆 さん、いかがですか。

それでは廣江委員、田中委員の順番でお願 いいた します。

○廣江委員 私 ども としては、まず、この行為が医行為なのか医行為ではないのか という、医行為

という範囲で、無資格者 !ま 医行為は禁止だけれ ども、研修等をやることによって許容範囲を限定 し

て許可す るのか、または、二般家庭における家族間で行われる医行為については医行為か ら除外 し

た上でやるのか、これ をまずはっき りさせていただかないと、その後のフォローア ップがおか しく

な って くるので、これ をまずはっき りさせていただきたいとい うことが私 どもの第一歩。私 どもと

しては、医行為か ら外 していただいた上で、ただ、業として実施する場合には一定の研修の義務づ

けを して、規制範囲の限定 というような形で行為をさせていただ くように していただきたいと思い

ます。

そ して、その上で、先ほどもございま したように、現場か らの介護福祉士の養成カ リキュラムの

中で 3年間の研修にも入れていただいて、結果 として、資格を取 つたときには医行為実施 をその介

護福祉士に認めてい くというような方向で検討いただけた らいいなと思いますので、この検討会の

中か らたんの吸引の委員会の方にそ ういう提言 を是非 していただきたいと思つてお ります。

以上です。

○田中委員 介護福祉士の業務 として、この 2つ の医行為に介護福祉士が どう思 うか とい うことで

ございます けれ ども、我々養成校 としま しては、今、検討されていますたんの吸引等の業務につき

ま しては介護福祉士の業務内に含めてい くということで検討 してお ります。つきま しては、これ を

どのように養成のシステムの中で考えるかということでございますけれども、この提案の①でござ

いますね。カリキュラムの中で実施し、卒業と同時にその要件を満たすということで検討していき



たいと思 つてお ります。

と申 しますのは、法律では 1,800時 間が養成課程の最低基準の授業時間数でございますけれ ども、

もう既に養成校では 2,000時 間という学校がほぼ多数でありま して、どの程度のボ リュームになる

かでございますけれ ども、十分カ リキュラムの中で消化できると思 つてお ります。

それか ら3点 日ですけれ ども、これはたんの吸引等の検討への要望で ございますけれ ども、十分

具体的な ことを理解 したとい うことで申 し上げているわけではないですが、いろいろいただいた資

料を検討 します と、常にか、医療職がかかわるということでございます。これは医療行為ですか ら

当然の ことでございますけれ ども、現実問題 として、もう少 し包括的に介護福祉士が この業務がで

きるということになつた場合には考えていただきたいと思つてお ります。そのためには しつか りと

した研修 を、あるいは トレーニングをするということが前提でございますけれ ども、包括的 と申 し

ますのは、常に医療職がついていろんなことをや つていくということではな くて、一定のところは

任 され るということを前提にやつていただければ と思 つております。

○駒村委員長 因委員、お願 いいた します。

○因委員 基本的に介護福祉士が この行為を行 うということについては、全 く異存があ りません。

む しろ介護福祉士がす るべきだろうと思つています。 1つ 目の○ですけれ ども、実は私 ども、ヘル

パー協会ですが、ヘルパーの報酬単価が身体介護 と生活援助ということで行われていま して、○の

コ行 日に、「生活支援の一環」の「生活支援」という言葉がちょつとまぎらわ しいところがあつて、

違和感 を感 じるところです。反対するところではあ りませんが、もっといい表現がないだろうか と

思 つているところです。

それか ら、カ リキ ュラムに追加することについては大賛成です。ただ し、私 も学校で養成に携わ

つてお りま したので、いかに介護福祉士の養成が厳 しいかという、夏休み も春休みもな く実習に追

われて いるよ うな状況の中で追加するということが どうなのだろうというのは思 うのです けれ ど

も、カ リキ ュラムの中に入れ るべ きだということに対 して反対ではあ りません。ただ、前回 も言 つ

たと思 うのですが、 2年 で果た していいのか、 3年 の養成 ということもそろそろ考えていいの では

ないか と思 っています。

○の 2つ 目ですが、既に資格 を取 つている人については追加研修でということについても賛成で

す。以上です。

○駒村委員長 あ りが とうございます。では、河原委員、お願いいた します。

○河原委員 因委員 と同 じように現場か らの意見ですが、①、② も基本的には賛成です。ただ、私

が知る限 りは、施設 と在宅でいくと、どちらか というと在宅の方が こういった医行為のことについ

て非常に消極的であ ります。したがって、いろんな場面を想定 します と、何か事が起 こつた ときに、

施設では対応型がわ りとできる環境があるにもかかわ らず、在宅ではなかなか対応 しに くいとい う、

そ ういつた ことに恐怖感を覚 えているのではないかと思います。

したがいま して、基本的には賛成ですけれ ども、カ リキュラムの追加の中で、技術的なことだと

か知識の獲得以外にも、そ ういった緊急事態を想定できるような内容について、いろいろ教 えてい

ただ くだ とか教育 していただ くということも是非追加 していただいて、在宅の者も安心 してこうい



ったものにかかわれ るように してほ しいなとい うのが希望でございます。

それか ら○の 2つ 目ですけれ ども、「追加的な研修 を修 了 した場合に限 り」、 これはいいですが、

この追加的な研修 というのは、いわゆる介護福祉士 を持 つている方はすべか らくそ うしなさいとい

う義務に しようとされているのか。あるいは、その中でも恐 らく多 くの方たちは、たんの吸引だと

か胃ろうの ことについては想定 してないでこういう資格 を取 つて、今、働 いてい らつ しゃると思い

ますので、ひ よつとした ら、言い方はよ くないですけれ ども、希望者だけにするのか、あるいは全

員、やは りこれ は持 つておかなければいけないということで全員の方にされるのか、確認をさせて

いただければと思 います。以上です。

○駒村委員長 今の点は、事務局は、これは選択制なのか、それ とも義務制、今のお話はそ ういう

ことだ と思います けれ ども、この辺、ちょっと考え方 を教 えて くだ さい。

○泉福祉人材確保対策室長 既に介護福祉士の資格 を取得 されている方が追加 的な研修 をす るこ

とを義務 とするべ きか否かとい うのは、大変大 きな政策的な判断の分かれ 日だろ うと思います。た

だ、御指摘の とお り、介護福祉士の資格 を今まで既に取得 された方は、医行為をす るということを

念頭な く取得 されておられますので、義務づけるというのは若干、いろんな意味で無理な点も多い

かも しれ ません。ただ、今後の有識者の方々の御議論を是非いただきたいところだ とは思ってお り

ます。

○駒村委員長 では、とりあえずそこはオー プンになつているとい うことです。

馬袋委員、お願 い します。

○馬袋委員 今回、論点の中で出されている内容については、基本的に賛成です。介護福祉士の資

格について、やは り新 しく養成 されるには研修が必要である し、その ことを持 つているということ

がこれか ら医療 との連携の中では重要であると。

それか ら、この介護福祉士 を、今、持 つている人に対す る研修は当然であります し、それ を認め

る場合にそうい うことは必要であろうと思います。

1点 、表現の中で、因委員もおっしゃっていましたが、①の「生活支援の一環」というのは、や

はりちょつと誤解を招く部分がありますので、これについては言葉を整理 していただきたいと思い

ます。

重要なのは、できるということについての確認と、できる養成をするということ、そしてできる

体制をつ くるという、もう一つは支援する体制をつくるということが重要ではないかと思います。

今、介護福祉士等、例えばたんの吸引の場合、対個人の契約ということで、本来、介護保険等の事

業については、事業者と利用者の契約行為によって行われている行為であります。よらて、起きる

リスクに対 しては事業者がとるという内容であるからゆえに請負という契約行為であるわけです。

すなわち、たん吸引を行うメンバーに対 して、個々のリスクに対する体制をどのようにつくるかと

いうこともしなければ、やれるということと、やった後の リスクに対 しての支援体制をしっか り整

備して契約行為と個人の技量で行うリスクというところを整理すべきであろうと思います。

○駒村委員長 ありがとうございます。山田委員、お願いいたします。

○山田委員 私も、この御提案には基本的に賛成です。ただ、今の介護保険の話を例にとりますと、



中 "重度の対象者については、いずれ介護福祉士の業務独占を希望するところですけれども、そう

いう点からもカリキュラムの中に中・重度の方への医行為というのは当然入るべきだと思います。

ただ、介護福祉士以外の方も7割程度、実際介護現場で働いておられるということです。その辺

りとの差別化というのですか、介護福祉士に関 してはもう少 し高度な部分まで拡大 していいのかど

うか、この辺は是非検討されたらどうかと思います。

それからあと、介護福祉士が医行為をする場合に、ここに書いてある①の 1つ 目のO、 お二人の

委員から、「生活支援の一環」という表現に対 して表現上の課題をおつしゃられましたが、急性期、

あるいは 24時間医療管理が必要な施設における医行為ではないという意味だと思 うのです。暮 ら

しの場面での医行為という、やはりそこに限定というのですか、これはかなり大きなポイン トだと

思つていまして、表現としてはともかく、やはりそういう場面での医行為ということをかなりしつ

か りと位置づけた方がいいかと思つています。

それと、石橋委員もおっしゃいましたけれども、単にこういうことを勉強した介護福祉士という

のにとどまらず、これが介護福祉士の仕事なのだということをはつきりと位置づけるべきではない

かなと考えています。以上です。

○駒村委員長 ありがとうございます。ほかにございませんか。

北村委員、お願いします。

○北村委員 たんの吸引に対 しましては、私も、基本的に異論はないところであります。介護福祉

士から介護職員等に広がった場合のこのモデル事業後の話のところは、当然、検討会の方でも検討

されていくと思うのですが、今のモデル試行事業の中ではこのボリュームでしょうけれども、実態

的にやる場合、どのように考えるかというところがとても大切なのだろうなと思います。特に実施

研修機関であったり、在宅でサ=ビス実施の場合というところも踏まえて、その辺のイメージもつ

くりつつ、全体の対利用者といいますか、対象者に対 してのサービスはどうなるかというボ リュー

ムを含めて検討していくべきだと考える次第です。その中で、当然、先行 して介護福祉士というこ

とになつていくのだなと思います8是非、そのキャパ、ボリユームも、検討会の方でも充分に検証

いただいて、中身を後で精査いただくということが必要だと思っています。

単純に実証実験する中で、当然、様々な対象の方がいらっしゃると考えられ、介護職が受け入れる

ということになると思いますので、その状況もちゃんと検証 していくべきだと思つております。以

上です。

○駒村委員長 ありがとうございます。高橋委員、お願いします。               '
①高橋委員代理 私たちのホームヘルパーは在宅になりますので、御家族が留守の間にこのたんの

吸引を希望されることがほとんどであるため、消極的になるところがあるかと思つております。私

も、実際に業務として携わるとしても大変不安になる部分も大きいかと思います。ですが、現在の

状況におきましては、ホームヘルパーも業としてやっていくべきだとは思っております。

その場合、研修 を充実 させていただぃた上で しっか りやっていかなければいけない状況か とは思

つてお ります。養成校のカ リキュラムの中に入 る分には、在学中に受けて こられ るのでいいか と思

いますが:一 方で、実務経験によって介護福祉士を受験するための研修の中にそのカ リキ ュラムが



追加 されて入 つて くると、さらに研修時間が増 え、事業所の運営面か ら考 えます と、人材が不足す

る時間がまた増 えるのではないか という懸念 もあ りますので、介護福祉士合格後に しっか りと研修

を受けるとい う方法もぃいのではないかなと思 つてお ります。そ して、現在の有資格者に関 しては、

試行事業の中で出ているような十分な研修が受けられ る体系は、義務 と言つては現場としては これ

も厳 しいとは思 いますけれ ども、何 とかやつていかないとついていけない状況かなと半分は思 つて

お ります。

○駒村委員長  よろしゆうございますか。

では、石橋委員。

○石橋委員 も う二点だけ。先ほど廣江委員の方か ら、たんの吸引等は医行為か ら外 した らどうか

という御意見が あ りま したが、その ことについては、たんの吸引等在 り方検討会で これか ら議論 さ

れると思います けれ ども、私 としては、逆にそれ を外 して しまいます と誰でもできるとい うことに

な りますので 、そ うなると一定の資格 とか研修 も必要な く、安全性が逆に担保できないとい うこと

にもつなが りかねないので、それについては反対いた します。

○廣江委員 ま った く研修 をや らないのではな しに、法改正ではな く、政省令 とか局長通知のよう

なもので、業 と してやるのな ら一定の研修 を受けなさいということをきちんとした上で外す とい う

ことです。 .

○駒村委員長  はい。次のステップもあ り、また議論もあ りますので、とりあえず ここでまとめさ

せていただきた いと思います。資料 2に ございますように、たんの吸引等については介護福祉士の

業務 と して位置 づけていきたいと。その上でカ リキュラムに追加を してい くとい うことと、既に資

格 を持 つている方については、研修 を修了 した場合に限 りというようにこれを認めてい く。最後の

ところは、原案 どお りの ことで、少な くとも二般介護職員と同 じ範囲、安全確保の要件のもとで吸

引等を実施す ることができる。これをこの委員会 としては、まず先方の在 り方検討会の方に委員会

の要望 として出 させ ていただ くと。

ただ、今、御議論があ りま した、「生活支援の一環 と して」 とい う表現ぶ りについては、御発言

のあつた委員 と事務局 と私で後ほど調整 させていただ くとい うことでございます。そのほか、カ リ

キュラムの内容 とか選択制 という点、それか らリスク対策という点については次のステップだと思

いますので、 これについては今回はもう少 し議論を深めてと思います。

更にその向 こうの段階 として、もう少 し言 つて しま う段階 としては、医行為なのか どうなのか、

業務独 占にす るのか どうなのかというのはまた更なる次のステップでございますので、これはまた

今後の議論 とい うことでございますので、最初にまとめ させていただいた範囲において、事務局 と、

それか らその表現ぶ りについては、御意見あつた先生等含めて、調整 を私に御一任 させていただき

たいと思います。

この意見書 を 11月 開催の 「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在 り方に関す

る検討会」に提 出 したいと思いますけれ ども、よろしゅうございますで しょうか。

桝田委員、よろ しくお願 い します。

○桝田委員 ② の問題で、まずは 「一般介護職員等 と同 じ範囲」云々という表現ですけれ ども、こ
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